
白井市第３次まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要 

【計画期間】 

 令和８年度～令和１２年度（５年間） 

【計画の位置付け】 

 総合戦略は、白井市の人口が令和２（2020）年から減少に転じ、令和１７（2035）年には５９，６４７人に見込ま

れる中で、人口６０，０００人の維持を目標に、将来にわたって活力あるまちを維持するため、国の総合戦略を勘案

しながら、白井市の特性を活かした「まち・ひと・しごと創生」に関する施策を示すものです。  

【第６次総合計画との関係】 

     令和８（2026）年度を始期とする第６次総合計画は、白井市の最上位の計画であり、総合戦略は第６次総合計画

の下に位置付けられる分野横断的な個別計画です。 

   人口減少・少子高齢化が本格化する中で、白井市まち・ひと・しごと総合戦略は、第６次総合計画と整合したア

クションプランとして、各政策分野の枠にとらわれず、特に重点的に取り組む施策を定め実行するものです。 

持続可能な地域産業の強化と新たな賑わいの創出 

【基本目標】 

目指すべき方向と白井市の現状と特性に基づき、総合戦略の基本目標を次のとおり定めます。  

 

〇施策を実現するために想定される取組 

・スマート農業による社会実装体制の構築 

・アグリビジネスの受け入れ など 

 

〇施策を実現するために想定される取組 

・地域の特産品を活かした特産品の認定  

・白井・西白井駅周辺等の官民連携による民間開発 など 

 

〇施策を実現するために想定される取組 

・ハローワークとの連携等による市民の就業支援  

・創業を希望する者に対して関係機関と連携した相談・支援 など 

住みたくなる環境を充実させ、人の流れをつくる 

 

 

〇施策を実現するために想定される取組 

・教育ローン又は奨学金の一部補助 

・SNSハッシュタグを用いた若い世代に関心あるコンテンツ配信 など 

 

〇施策を実現するために想定される取組 

・官民連携による民間開発を誘導を想定した事業化手法の検討 

・住宅ストック再生に向けた伴走型の支援 など 

 

〇施策を実現するために想定される取組 

・空き家の活用、適切な管理を促進するための、所有者への意識啓発  

・市民団体等が実施する清掃活動の支援 など 

結婚・出産・子育ての希望をかなえ、次代を担う人材の育成 

 

 

〇施策を実現するために想定される取組 

・若い世代が安心して暮らせるよう妊娠や結婚などの経済的負担の支援 

・公園内の老朽化した遊技施設の長寿命化 など 

 

〇施策を実現するために想定される取組 

・公立保育所や幼稚園の認定こども園への移行 

・インクルーシブ保育（幼児教育）の推進 など 

 

〇施策を実現するために想定される取組 

・デジタル技術を活用した教育環境の整備  

・こどもの将来につながる経験ができる教育環境づくり など 

地域の魅力を活かした持続可能なまちづくり 

 

 

〇施策を実現するために想定される取組 

・市民活動に係る人材の発掘、育成 

・地域の課題解決や魅力創出を小学校区毎に取り組める環境の整備 など 

 

〇施策を実現するために想定される取組 

・消防団の体制強化や自主防災組織の設立支援 

・市民主体の防災活動の支援 など 

 

〇施策を実現するために想定される取組 

・公共交通機関と新たな移動手段を組み合わせた移動しやすい環境の整備  

・道路・下水道などのインフラの修繕、雨水排水施設の整備 など 

地 方 に 仕 事 を つ く る 

人 の 流 れ を つ く る 

結婚・出産・子育ての 

希 望 を か な え る 

魅力的な地域をつくる 

【国のデジタル田園都市国家構想総合戦略との関係】  

国のデジタル田園都市 

国家構想総合戦略 

まち・ひと・しごと創生総合戦略の市の基本目標 第6次総合計画の 

６つの目指すまち 

若い世代が定住したいまち 

誰もが交流し支え合えるまち 

自 ら 学 び 育 ち 

チ ャ レ ン ジ で き る ま ち 

白 井 ら し い 環 境 を 

活 か す ま ち 

新しい産業が栄えるまち 

災 害 に 強 い ま ち 

持続可能な地域産業の強化と新たな賑わいの創出 

住みたくなる環境を充実させ、人の流れをつくる 

結婚・出産・子育ての希望をかなえ、次代を担う人材の育成 

地域の魅力を活かした持続可能なまちづくり 


